
資料８ 
 
 
 
 

国の出先機関原則廃止 

プロジェクトチームについて 
 
 
 
 
 

平成２２年１月２１日 
 

全    国    知    事    会 

国の出先機関原則廃止プロジェクトチーム 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国出先機関廃止ＰＴの事業仕分けの特徴 

 
地方移管後の事務の実施体制を具体的に提言 
 

 国の事務を極限する厳格な仕分け 

○ 中央省庁が挙げる移管拒否理由（広域性、専門性等）に 
   しっかり反論する。 

○ 広域的な受け皿が必要な事務・事業は広域連合等の 

   活用も含め具体的な地方間連携策を提案する。 

○ 国に事務は「国家としての存立に関わる事務」、「国家的 

 なプロジェクト」等、性質上当然国に属するものに限定する。 

○ 「広域性」、「専門性」、「事業規模」、「全国統一性」等は 

  国が事務を実施すべき理由としない。 

 
地方の覚悟を示す実現可能な提案 

○ 出先機関廃止に向けて地方の意思を統一する。 
 

○ 両論併記型、検討先送り型の提案は行わない。 

「地方にできることは地方に」との考え方でＡ～Ｃに分類 

  Ａ 国に残すべき事務 ＝ 事務の性質
．．

上
．

、国が行うべき事務 

  Ｂ 廃止・民間移管等すべき事務 ＝ 行政が行う必要性が低い事務 

  

 

 

実施体制の提案とセットで 

国に移管を迫る！ Ｃ 地方に移管すべき事務  ＝ Ａ及びＢ以外の全ての事務 
 

（21.11.19ＰＴ会議 資料２） 
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  ※全国知事会の調査(H20.2)と地方分 
   権改革推進委員会の成果をもとに 
   ＰＴ構成都道府県で洗い出した８ 
   府省１７出先機関の事務・権限数 
 

仕分け作業の概要（中間報告） 

仕分け対象 

４９８事務 

Ａ 国に残すべき事務     ６２事務 

Ｃ 地方に移管すべき事務 ３４４事務 

Ｂ 廃止・民間委託すべき事務 ９２事務 

○ 日本放送協会の監督 

○ 電波の監視 

○ 周波数割当計画等の策定 

総合通信局 
○ 空港の航空管制 

○ 航空機の運航の監督 

○ 航空・鉄道事故調の援助 

地方航空局 
○ 航空機・武器関連法令の施行 

○ 化学兵器禁止法令の施行 

○ 関税割当 

経済産業局 

○ 国の利害に関係のある争訟 

○ 国籍に関する事務 

○ 公証人の指導監督 

法務局 
○ 外国漁船の指導・取締 

漁業調整事務所 
○ 国土形成計画の策定等 

○ 防災業務計画の作成 

○ 庁舎営繕 

地方整備局 
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うちグレーゾーン 

     １事務 
 
 
   １２１事務 
 
今後重点的に協議 



 
 

○ 補助金支給事務は、一括交付金化を前提に「廃止」として整理 

○ 地方に対する指導・助言、調整等の事務は、本体事務の移管に伴い「廃止」として整理 

○ 国家試験の実施については、「民間委託等検討すべき」として整理 

○ インキュベーション施設等の整備 

○ 競輪・オートレースの指導・監督 

○ 農林水産業に関する統計調査（一部は移管） 

○ 国との協議（農振整備法等） 

地方農政局 
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○ 全国ﾈｯﾄﾜｰｸ国道の整備・管理 
 （１号、４号等） 

○ 大規模河川の整備・管理 
 （利根川、信濃川等） 

地方整備局 

 

○ 国有林野の管理・運営 

森林管理局  

○ ハブ空港の設置・管理 

地方航空局 

 

○ 新幹線含む鉄道の安全確保 

○ 自動車の登録・車検 

地方運輸局 

 

○ 不動産登記、商業登記 

法務局  

○ 労働基準監督 

労働局  

○ 健康保険、年金関係事務 

地方厚生局 

 

○ 主要食糧の需給・価格安定 

○ 農協組合の検査（金融関係） 

地方農政局 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国の出先機関原則廃止ＰＴでの合意事項 

・ 中央省庁が挙げる移管拒否理由（広域性・専門性等）にしっかり反論する。 

・ 事務の「広域性」、「専門性」、「全国統一性」等は国に残す理由としない。 

２．事務仕分けに対する基本的な考え方 

① 国に残すべき事務はその性質上、国が真に担うべき事務に極限 

② 地方移管後の事務の実施体制を具体的に提言 

・ 広域連合等の活用も含め具体的な地方間連携策を提案する。 

③ 地方の覚悟を示す具体的提言を実施 

・ 出先機関廃止に向けて地方の意思を統一する。 

１．議論を深めるための共有認識 

 
 単に現象面としての「廃止」を実現するのではなく、国と地方の新しい関

係を構築してガバナンスの効いた行政体制を構築 

国出先機関原則廃止の目的 

 
○ 本ＰＴにおいて国の出先機関事務を地道に洗い直して、国に残すべき事 
 務は何か、単独の都道府県で受けきれない事務はどういう体制であれば受 
 け入れられるか、その議論を深めていくことが必要 
 
○ 財源は当然保障されるという観点に立って事務移管の議論を進める。 
（財源保障がないからと言って事務移管を躊躇するような議論はしない。） 
 
○ 地域主権戦略会議等国の動きに歩調を合わせながら作業を進める。 

議論の方向性 

・ 両論併記型、検討先送り型の提案は行わない。 
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３．地方整備局（国道関係） 

 国に残すのは高規格幹線道路のみ、その他の国道は地方移管とする方向 
 ※高規格幹線道路：高速自動車国道、一般国道のうち自動車専用道路 

① 特に地方分権改革推進委員会で勧告のあった基準①から④に該当する 
 道路については速やかに地方移管を求める。 

② 整備中の区間についても地方移管を原則とし、広域連携方策や大規模 
 災害時の対応等についてはさらに論点を具体化する方向で検討を進める。 




